
問合先　関西空港案内（☎455-2500）
ホームページ http://www.kansai-airport.or.jp/
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5
５
月
は
「
水
防
月
間
」

　

我
が
国
は
、
自
然
的
・
社
会
的
環

境
か
ら
洪
水
な
ど
に
よ
る
災
害
を
受

け
や
す
く
、
毎
年
の
よ
う
に
豪
雨
や

台
風
に
よ
る
洪
水
が
全
国
各
地
で
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

梅
雨
や
台
風
の
時
期
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
水
防

の
重
要
性
や
備
え
な
ど
、
水
防
に
対

す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
て
い
た
だ

く
期
間
で
す
。

　

災
害
に
備
え
て
次
の
こ
と
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。 

●
自
ら
す
す
ん
で
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ

オ
の
気
象
情
報
か
ら
災
害
や
警
報
・

注
意
報
の
情
報
を
得
る
よ
う
に
す
る

●
自
ら
の
指
定
避
難
所
や
避
難
経
路

は
、
あ
ら
か
じ
め
家
族
で
決
め
て
お
く

●
最
低
３
日
分
の
食
料
、
常
備
薬
、

下
着
類
な
ど
を
入
れ
た
非
常
用
持
ち

【
河
川
防
災
情
報
（http://w

w
w
.

osaka-kasen-portal.net/suib

５
月
は
「
宅
地
防
災
月
間
」

　

造
成
中
の
急
斜
面
、
無
理
な
積
み

方
を
し
た
石
垣
、
風
化
の
著
し
い
崖

面
な
ど
は
、
長
雨
、
大
雨
な
ど
に
よ

り
思
わ
ぬ
災
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
宅
地
災
害
は
、
い
っ

た
ん
起
こ
る
と
家
屋
や
家
財
、
と
き

に
は
尊
い
人
命
に
か
か
わ
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

大
雨
が
予
想
さ
れ
る
梅
雨
期
を
前

に
、
宅
地
造
成
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
起

こ
る
崖
崩
れ
や
土
砂
の
流
出
に
よ
る

災
害
発
生
を
未
然
に
防
ぎ
、
宅
地
災

害
を
な
く
す
た
め
、
府
や
市
、
消
防

署
や
警
察
署
、
関
係
機
関
な
ど
が
協

力
し
宅
地
防
災
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

●
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

　

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
が
、
宅
地
造
成
地

や
土
砂
採
取
地
な
ど
の
安
全
性
な
ど

を
点
検
・
指
導
し
ま
す
。

●
宅
地
防
災
技
術
研
修
会

　

宅
地
造
成
事
業
者
や
設
計
者
な
ど

を
対
象
に
宅
地
防
災
に
関
す
る
技
術

研
修
会
を
5
月
下
旬
に
開
催
し
ま
す
。

詳
し
く
は
府 

建
築
指
導
室
ホ
ー
ム

▲QRコード

出
し
袋
な
ど
を
準
備
し
て
お
く

※
指
定
避
難
所
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
市
発
行
の
「
も
し
も
の
時
の

防
災
ガ
イ
ド
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト 

・
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.osak

a-bousai.net/

）】

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
通
知

で
災
害
情
報
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

　

登
録
す
れ
ば
防
災
情
報
メ
ー
ル
が

送
信
さ
れ
ま
す
。　
　

登
録
方
法

①
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
か
、

「to
uro
ku@

o
saka-b

o
usai.

net

」
に
空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く

だ
さ
い
。

②
「
登
録
用
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
が
返
信
さ
れ

ま
す
。

③
返
信
さ
れ
た
メ
ー
ル
の
「
登
録
用

Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
登
録
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
登
録
料
・
利
用
料
は
無
料
で
す
が
、

メ
ー
ル
の
送
受
信
に
か
か
る
通
信
料

は
必
要
で
す
。

ペ
ー
ジ
や
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【
家
庭
で
も
宅
地
災
害
を
未
然
に
防
ぐ

点
検
を
お
願
い
し
ま
す
】

　

自
宅
の
周
辺
を
点
検
し
、
必
要
な

と
き
は
早
急
に
適
切
な
処
置
を
し
ま

し
ょ
う
。

●
石
垣
、
擁
壁
に
亀
裂
な
ど
が
入
っ

て
い
な
い
か
、
水
が
し
み
出
し
て
い

な
い
か

●
石
垣
、
擁
壁
な
ど
の
水
抜
き
穴
か

ら
う
ま
く
水
が
流
れ
出
て
い
る
か

●
地
盤
が
沈
下
し
て
い
な
い
か

●
排
水
用
の
溝
に
泥
な
ど
が
つ
ま
っ

て
い
な
い
か

※
詳
し
く
は
府 

建
築
指
導
室
発
行

の｢

石
積
み
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
よ
う

壁
の
自
己
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル｣

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
府 

建
築
指
導
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

チ
ラ
シ
配
布
・
相
談
・
問
合
先

●
都
市
計
画
課
（
り
ん
く
う
タ
ウ
ン

駅
ビ
ル
東
棟
2
階 

☎
４
４
７
・
８
１

２
４)

●
府 

審
査
指
導
課

（
☎
06
・
６
２
１
０
・
９
７
２
０
）

ou/

）】

　

河
川
の
現
在
の
状
況
を
わ
か
り
や

す
い
絵
と
色
、
画
像
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
市
町
村
別
に
付
近
の
河
川
を

選
べ
ま
す
。

問
合
先　

市
民
協
働
課
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 ■関西空港からのフライトがますます充実！
　今年の春から夏にかけて、関西空港の国際線ネットワー
クがさらに充実します。4月28日より、S7（エスセブン） 
航空が、ウラジオストク線を週2便新規就航しています。
さらに、エアアジアＸが、6月28日より、ホノルル（ハワ
イ）への路線を週4便、新規就航します。関西空港からホ
ノルルへの路線は、デルタ航空と日本航空も増便しており、
ますますご利用いただきやすくなっています。
　また、5月14日より、エア・カナダが、昨年ご好評いた
だいたバンクーバーへの路線を毎日運航します。この便は、
関西空港からカナダヘの唯一の直行便となります。便利で
楽しい関西空港をぜひご利用ください。

■「ファーストキャビン関西空港」オープン！
　3月30日に、飛行機のファーストクラスをイメージした
コンパクトホテル、「ファーストキャビン関西空港」がオー
プンしました。第1ターミナルビルと第2ターミナルビル
の両方へのアクセスが容易なエアロプラザ内に位置し、お
客様に24時間快適な空間を提供します。
　関西空港からお出かけの際はぜひご利用ください。
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救
急
安
心
セ
ン
タ
ー
お
お
さ
か

　

病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
「
病
院
に

行
っ
た
方
が
い
い
の
か
？
」「
診
て

も
ら
え
る
病
院
を
教
え
て
も
ら
え
な

い
か
？
」「
応
急
手
当
の
方
法
は
？
」

な
ど
、
判
断
に
困
っ
た
場
合
の
救
急

電
話
相
談
や
病
院
照
会
に
応
じ
る

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

相
談
員
・
看
護
師
が
、
医
師
の
支

援
体
制
の
も
と
24
時
間
３
６
５
日
み

な
さ
ん
の
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。

緊
急
性
が
高
い
と
き
は
、
す
ぐ
に
救

急
車
を
出
場
さ
せ
る
な
ど
、
1
本
の

電
話
で
み
な
さ
ん
に
安
全
・
安
心
を

提
供
い
た
し
ま
す
。

☎
＃7119

…
固
定
電
話
（
プ
ッ

シ
ュ
回
線
）・
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

☎
06
・
６
５
８
２・
７
１
１
９
…
固

定
電
話
（
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
）・
Ｉ
Ｐ

電
話

※
緊
急
時
に
は
迷
わ
ず
１
１
９
番
を

し
て
く
だ
さ
い
。
健
康
相
談
、
介
護

相
談
、
現
在
か
か
っ
て
い
る
病
気
の

治
療
方
針
や
薬
な
ど
の
相
談
は
お
受

け
で
き
ま
せ
ん
。

【
小
児
救
急
電
話
相
談
】

　

大
阪
府
で
は
、
夜
間
の
子
ど
も
の

急
病
で
、「
病
院
へ
行
っ
た
ほ
う
が

よ
い
か
？
」
な
ど
の
判
断
に
迷
っ
た

と
き
、
保
健
師
や
看
護
師
が
小
児
科

医
の
支
援
体
制
の
も
と
、
相
談
に
応

じ
て 

い
ま
す
。

相
談
日
時　

毎
日
午
後
８
時
〜
翌
朝

８
時

☎
＃8000

…
固
定
電
話
（
プ
ッ

シ
ュ
回
線
）・
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

☎
06
・
６
７
６
５
・
３
６
５
０
…
固

定
電
話
（
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
）・
Ｉ
Ｐ

電
話

【
救
急
隊
か
ら
の
お
願
い
】

　
「
救
急
車
で
行
け
ば
早
く
診
て
も

ら
え
る
か
ら
」「
病
院
の
場
所
が
分

か
ら
な
い
か
ら
」
な
ど
の
救
急
要
請

は
、
本
当
に
救
急
車
を
必
要
と
す
る

人
の
救
命
活
動
に
支
障
を
き
た
し
ま

耐震診断費用・耐震改修工事の一部を補助します
　泉佐野市では地震に備えた住宅の耐震化へ、工事費などの一部
を補助します。　※事業開始は国および府の補助額確定後

問合先　都市計画課（りんくうタウン駅ビル東棟2階 ☎447-
8124)
※それぞれの受給には、条件がありますので事前に問い合わせ
てください。補助件数は、予算の範囲内となります。

補助金 対象 金額

耐震診断

昭和56年5月31日以前に建築された
木造住宅（長屋、併用住宅および共
同住宅を含み、現に居住しているも
の）で、耐震診断技術者により耐震
診断を実施するもの

耐震診断に要した
費用(1,000円/㎡
を限度とする)の
10分の9で、1戸
当たり4万5千円
限度

耐震設計

昭和56年5月31日以前に建築確認を
受けて建築され、耐震診断の結果、
耐震性が不足している木造住宅（長
屋、併用住宅および共同住宅を含み、
現に居住しているもの。賃貸住宅は
除く）

耐震設計に要し
た費用の10分の7
で、1戸当たり10
万円限度

耐震改修

昭和56年5月31日以前に建築確認を
受けて建築され耐震診断の結果、耐
震性が不足している木造住宅（長屋、
併用住宅および共同住宅を含み、現
に居住しているもの。賃貸住宅は除
く）で、耐震設計を行った後、改修
することにより耐震性が確保される
こと

1戸当たり70万円
限度で、限度額未
満の場合はその額
（年間所得の低い
人は90万円）

住宅改造
耐震改修補助による耐震改修工事
と同時に同一棟で実施する住宅リ
フォーム工事

1戸当たり40万円
限度で限度額未満
の場合はその額

住宅除却

昭和56年5月31日以前に建築確認を
受けて建築され、耐震性が不足して
いると判定された木造住宅（長屋、
併用住宅および共同住宅を含み、現
に居住しているもの。賃貸住宅は除
く）

1戸（長屋、共同
住宅は1棟）当た
り80万円限度で、
限度額未満の場合
はその額

 昨年実施した日根荘大木の里コスモス園
　昨年10月15日～30日に開催した日根荘
大木の里コスモス園は、「宝くじの社会貢
献広報事業として、宝くじの受託事業収入
を財源として実施しているコミュニティ助
成事業」による宝く

じの助成金で開催し、16日間で約
1,600人のみなさんに訪れていただ
き盛況に終えることができました。
問合先　教育総務課　

き
け
ん
！
公
園
の
駐
車
場
で

遊
ば
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

　

末
広
公
園
、
り
ん
く
う
中
央
公
園

な
ど
、
公
園
の
駐
車
場
内
で
遊
ぶ
行

為
は
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で

や
め
ま
し
ょ
う
。
特
に
ボ
ー
ル
を

檀
波
羅
公
園
墓
地
使
用
の
み
な
さ
ん

こ
ん
な
と
き
に
は
手
続
き
を

　

檀
波
羅
公
園
墓
地
の
使
用
に
あ
た

り
、
左
記
の
事
項
が
生
じ
た
時
は
手

続
き
が
必
要
で
す
。

●
使
用
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

●
使
用
者
の
住
所
、
氏
名
な
ど
を
変

更
し
た
と
き

●
使
用
許
可
証
を
紛
失
し
た
と
き

●
お
墓
に
埋
葬
・
改
葬
す
る
と
き

●
墓
地
を
市
へ
返
還
す
る
と
き

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

環
境
衛
生
課

使
っ
た
遊
び
な
ど
は
、
公
園
施
設
だ

け
で
な
く
駐
車
し
て
い
る
車
両
の
破

損
に
つ
な
が
る
な
ど
、
そ
の
他
の
公

園
利
用
者
に
と
っ
て
重
大
な
迷
惑
行

為
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
管
理
の
公
園
で
ス
ケ
ー

ト
ボ
ー
ド
が
で
き
る
の
は
、
末
広
公

園
山
側
の
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
コ
ー

ナ
ー
だ
け
で
す
。駐
車
場
内
で
ス
ケ
ー

ト
ボ
ー
ド
を
す
る
の
は
大
変
危
険
で

す
の
で
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

道
路
公
園
課

す
。
み
な
さ
ん
の
適
正
な
利
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

消
防
本
部
警
備
課

☎
４
６
９
・
０
１
１
９

Fax
４
６
０
・
２
１
１
９
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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通

知
書
、
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を

５
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
が
５
月
中
旬
ま
で
に

届
か
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。
今
年
度
よ
り
、
市
の
シ

ス
テ
ム
変
更
に
伴
い
、
納
税
通
知
書

の
様
式
が
変
わ
り
ま
し
た
。

【
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
】

　

納
税
通
知
書
（
土
地
・
家
屋
）
に

は
、
面
積
、
評
価
額
、
税
額
な
ど
を

記
載
し
た
課
税
資
産
明
細
書
も
添
付

し
て
い
ま
す
。

【
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
】

　

納
税
通
知
書
に
添
付
し
た
「
軽
自

動
車
税
納
税
証
明
書（
継
続
検
査
用
）」

は
、
検
査
受
け
時
に
使
え
ま
す
の
で
、

検
査
証
と
一
緒
に
保
存
し
て
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
の
人
に
は
、
振
替
終

了
後
に
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
納
税
証
明
書
欄
に
「
＊
」
が
入
っ

て
い
る
も
の
、
金
融
機
関
な
ど
の
領

収
印
が
な
い
も
の
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
税
務
課
で
納
税
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
軽
自
動
車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例

（
軽
課
）
の
延
長
】

　

平
成
27
年
度
税
制
改
正
で
実
施
さ

れ
た
グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）
措

置
が
１
年
間
延
長
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
28
年
４
月
〜
平

成
29
年
３
月
に
新
規
取
得
し
た
三

輪
、
四
輪
の
軽
自
動
車
で
、
一
定
の

基
準
を
満
た
す
車
両
に
つ
い
て
は
、

平
成
29
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限

り
、
グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

よ
く
あ
る
疑
問
に
答
え
ま
す

【
都
市
計
画
税
】

Ｑ
．
固
定
資
産
税
と
あ
わ
せ
て
都
市
計

画
税
を
納
め
て
い
ま
す
が
、
都
市
計
画

税
と
は
ど
の
よ
う
な
税
で
す
か
？ 

Ａ
．
都
市
計
画
税
は
、
使
途
が
特
定

さ
れ
て
い
る
目
的
税
で
、
都
市
計
画

事
業
や
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど
の

事
業
費
用
に
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
街
路
や
公
園
の
整
備
、
下

水
道
の
普
及
、
駅
前
再
開
発
な
ど
、

泉
佐
野
の
ま
ち
の
都
市
環
境
を
整
備

す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
都
市
計
画
税
収
入
額

…
13
億
９
，
８
５
６
万
円

減
免
制
度

【
固
定
資
産
税
】

　

収
入
が
少
な
い
高
齢
者
な
ど
が
所

有
す
る
居
住
用
資
産
（
土
地
・
家
屋
）

の
う
ち
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も

の
に
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
広
報
４
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

納
期
限
（
今
年
度
第
１

期
分
は
５
月
31
日
㈬
ま
で
）

必
要
な
も
の　

平
成
29
年
度
納
税
通

知
書
、
印
鑑
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

ま
た
は
「
通
知
カ
ー
ド
と
身
元
証
明

書
」

【
軽
自
動
車
税
】

　

次
の
軽
自
動
車
な
ど
に
は
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。

●
身
体
な
ど
に
障
害
を
有
す
る
人
が

所
有
し
て
い
る

●
生
計
を
同
じ
く
す
る
人
が
所
有
し
、

身
体
な
ど
に
障
害
を
有
す
る
人
の
た

め
に
使
用
し
て
い
る

大阪府からのお知らせ
～自動車税の納期限は5月31日㈬です～
　納税通知書に記載の金融機関、府内の
郵便局、コンビニエンスストア、クレジッ
トカード（インターネットによる手続き）
で納期限までに納めてください。
問合先　大阪府自動車税コールセンター

（☎0570-020156）

税務署からのお知らせ
～e-Taxをご利用ください～

　国税電子申告・納税システム(e-Tax)と
は、税務署や金融機関の窓口に行かなくて
も、所得税、法人税、消費税、酒税、印紙
税などの申告、すべての税目の納税、申請・
届出などの手続が、自宅やオフィスあるい
は税理士事務所などから、インターネット
を利用してできるシステムです。
※e-Taxに関する詳細は、e-Taxホーム
ページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）
へアクセスしてください。
問合先　泉佐野税務署（☎462-3471）

市税は納期限内に納めましょう
【5月は固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納期月です】
　第1期および軽自動車税の納期限は5月31日㈬です。納付書裏面
に記載の金融機関（銀行・農協・郵便局など）、コンビニエンスストア、
市役所などで、忘れずに納めてください。
※口座振替で納付の場合は、通知書の税額が、指定口座に残ってい
るか確認してください。（領収書は送付しませんので、通帳記帳な
どで確認してください。）
●延滞金
　納期限までに納税しない場合は、本来納めるべき税額のほかに延
滞金をあわせて納めていただくことになります。
●さらに滞納が続くと
　納期限までに納めた納税者との公平を保つため、また、大切な市
税を確保するために、滞納している人の財産（不動産、預貯金、給
料など）をすべて調査し、それらを差し押さえることになります。

【市税の納付は便利な口座振替で】
　市税の納期限日に、指定の口座から振替えて納付いただくことが
できます。納期ごとに納めに行く手間が省け、納め忘れもなくなり
ます。 ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。口座振替を希望
する場合は、通知書に同封する申込書記載の申込期限を確認して取
扱金融機関または税務課窓口に申し込んでください。

「大阪府域地方税徴収機構」
による共同徴収

　平成27年度より大阪府域
において「大阪府域地方税
徴収機構」が設置され、本
市を含む府内30市町と大阪
府が市税・府税の共同徴収
を実施しています。対象者
には順次、徴収機構への「引
継予告書」を送付し、府職
員と市町職員による共同徴
収が実施されます。

 　

税問
合
先　

税
務
課

●
専
ら
身
体
障
害
者
な
ど
の
利
用
に

供
す
る
た
め
の
構
造
の
も
の

申
請
期
限　

５
月
31
日
㈬

必
要
な
も
の　

印
鑑
、
身
体
障
害
者

手
帳
、
運
転
免
許
証
、「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
通
知
カ
ー
ド
と

身
元
証
明
書
」
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平
成
29
年
度
の
保
険
料

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

率
は
、
２
年
ご
と
に
設
定
し
て
い
ま

す
。

　

平
成
29
年
度
は
、
被
保
険
者
均
等

割
額
５
１
，
６
４
９
円
、
所
得
割
率

10
．
41
％
に
よ
り
保
険
料
を
算
定
し

ま
す
。（
平
成
28
年
度
と
同
じ
）

■
保
険
料
の
軽
減

①
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険

料
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
５
１
，

６
４
９
円
）
が
下
表
の
と
お
り
軽
減

さ
れ
ま
す
。

●
基
礎
控
除
額
な
ど
は
、
税
法
改
正

な
ど
で
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
軽
減
を
判
断
す
る
「
総
所
得
金
額

等
」
に
は
、
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所

得
の
特
別
控
除
に
係
る
部
分
の
税
法

上
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
国
民
健
康
保
険
と
同
様
に
、
年
金

収
入
に
つ
き
公
的
年
金
等
控
除
を
受

け
た
65
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
は
、

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
金
額
か
ら

所 得 の 判 定 区 分 軽 減
割 合

均等割額
（ 年 額 ）

①下欄②に属する人で、世帯の被保険者全員の年金収
入が80万円以下で、その他各種所得が０円 9割 5,164

円

②世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金
額等が33万円以下 8.5割 7,747

円

③世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金
額等が（33万円＋27万円×被保険者数）以下 5割 25,824

円

④世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金
額等が（33万円＋49万円×被保険者数）以下 2割 41,319

円

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合 
資
格
管
理
課
…(

☎
06
・
４

７
９
０・
２
０
２
８ 

Fax

 

06
・

４
７
９
０・
２
０
３
0
）

●
国
保
年
金
課

15
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

●
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合

で
も
、
そ
の
世
帯
主
の
所
得
が
軽
減

判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う

ち
、
所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
被
保

険
者
の
所
得
が
58
万
円
以
下
（
年
金

収
入
の
み
の
場
合
は
、
そ
の
収
入
が

２
１
１
万
円
以
下
）
の
人
は
、
所
得

割
額
が
２
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

年間の保険料
（＊1）

被保険者均等割額
被保険者１人当たり

51,649円

所得割額
賦課のもととなる
所得金額（＊2）
×所得割率10.41％

= +

平成29年度の保険料の算定方法（大阪府）

（＊1）保険料の年額の限度額は57万円です。
（＊2）所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は前年の総所得金
額および山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（分
離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など）
の合計額から基礎控除額33万円を控除した額です。（雑損失の繰越控除額は
控除しません。）

③
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保

険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
所
得
割
額
は

課
さ
れ
ず
、
被
保
険
者
均
等
割
額
が

７
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

④
軽
減
対
象
と
な
る
人
の
判
定
は
、

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
市
か
ら
提
供
さ
れ
た
所
得
情
報
に

基
づ
い
て
行
い
ま
す
の
で
、
被
保
険

者
の
み
な
さ
ん
か
ら
申
請
を
い
た
だ

く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

所
得
情
報
が
な
い
場
合
は
判
定
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
国
保
年
金
課
へ
の

簡
易
申
告
な
ど
が
必
要
で
す
。

問
合
先　

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合 

資
格
管
理
課 

☎
06
・
４
７
９
０
・

２
０
２
８ 

Fax

 

06
・
４
７
９
０
・
２
０

３
0
）

●
国
保
年
金
課

広　

告

広　

告
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こ
ん
な
と
き
は

国
民
年
金
の
届
出
を
！

　

届
出
が
な
い
と
、
国
民
年
金
の
納

付
や
受
給
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

●
20
歳
に
な
っ
た
と
き
（
厚
生
年
金

や
共
済
組
合
な
ど
の
加
入
者
以
外
の

人
）

●
20
歳
か
ら
60
歳
の
間
で
会
社
を
退

職
し
た
と
き
（
厚
生
年
金
や
共
済
年

金
の
加
入
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
）

※
扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
も
手
続

き
が
必
要
で
す
。

●
扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
が
、
一

定
の
収
入
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で
扶

養
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き

問
合
先　

国
保
年
金
課

国
民
健
康
保
険

国

民

年

金

健診日（午前） 特定健診とセットできる検診 申込期間

7月21日㈮ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん
5月30日㈫
～6月23日㈮23日㈰ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

24日㈪ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん

9月25日㈪

結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん 6月13日㈫～8月29日㈫
26日㈫

29日㈮

10月1日㈰

10月31日㈫ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん
7月18日㈫
～9月26日㈫11月1日㈬（＊）結核・肺がん、胃がん、大腸がん

2日㈭ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

来年
2月16日㈮ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

11月17日㈮～
来年1月19日㈮

18日㈰ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん

19日㈪ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

21日㈬ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

　　　　　　　泉佐野市国民健康保険加入のみなさんへ
特定健康診査を受けましょう！

（健康マイレージ対象　40～74歳は必須項目）
　特定健康診査を受診して自分の健康状態を知り、生活習慣病予防に役立てましょう。5月中旬頃、対象者に特
定健康診査を無料で受診できる受診券を郵送します。
※国民健康保険の資格を喪失した人、今年度中に人間ドックを受診した（受診予定含む）人は受診できません。
また、受診券の紛失や届かない場合は、問い合わせてください。
期間　受診券が届いた日～来年3月31日
対象　40～74歳の本市国民健康保険加入者
受診機関　受診券と同封の 一覧表にある医療機関（医療機関への予約が必要）。健診センター（市役所本庁舎南側）
などで実施する集団健診については、下表をご覧ください。
持ち物　国民健康保険証、特定健康診査受診券、前年度の健診結果（受けた人のみ）
問合先　国保年金課

健診場所　健診センター（市役所本庁舎南側）　（＊）11月1日のみ新町町会館
申込　各申込期間の午前8時30分～午後7時（日曜日、祝日、12月29日㈮～来年1月3日㈬除く）にフリー
ダイヤル 0120-611-007 聴覚障害者用Fax072-800-7152へ
※健診日は下表を参照。特定健診のみの受診も可。定員になり次第受付終了です。申込期間終了後の予約変更・キャ
ンセルも申込時のフリーダイヤルへ
　申込初日は、電話がつながりにくい場合がありますので、ご了承ください。
問合先　国保年金課

集団健診

※上記電話予約とは別に、
「特定健診・がん検診受
診促進キャンペーン」と
して各フリーダイヤル申
込期間初日の1週間前に
先行予約を実施します。
5人以上での申込で、通
常の受付に先行して予約
の申込ができます。電話
での予約混雑をさけるこ
とができます。
　詳しくは、特定健診受
診券に同封のチラシをご
覧ください。
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